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第２３期 軽井沢町農業委員会 第２０回 総会議事録 

（町ＨＰ用） 

発言者 内          容 

 

 

柳沢照夫事務局

長 

 

 

小宮山恒雄会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

（開会：１３時３０分） 

 

委員の皆様、ご苦労さまでございます。 

定刻となりましたので、第２０回総会を始めたいと思います。 

開会にあたりまして、小宮山会長よりあいさつをお願いいたします。 

 

委員の皆様、２月に入り節分も過ぎまして、ハウスでの野菜の播種等

作業も始まっているかと思います、何かとお忙しいなか出席をいただき

まして、ありがとうございます。 

さて、いつも申し上げておりますが、ご承知のとおり農業委員と推進

委員には人・農地プランの話合いを主導するなど地域のリーダーとして

期待されており、農地利用の最適化推進活動として農地の貸し借り、権

利移動による利用集積と集約化、農地中間管理機構と連携し耕作放棄地

の発生防止と解消並びに農業後継者の確保のための新規就農及び定年帰

農者等による担い手の確保に引き続き協力をお願いしたい。 

また、まだ寒い日も続きますので、時節柄、体調にご留意いただきま

してこれからも農業委員会活動に当っていただきたいと思います。 

後ほど、ＪＡ佐久浅間関係、農業改良普及センター関係、町農政関係

について後ほど各々説明をよろしくお願いいたします。 

それでは、只今から第２３期軽井沢町農業委員会第２０回総会を開催 

いたします。 

 

ありがとうございます。次に、議長についてですが、軽井沢町農業委

員会会議規則第６条の規定により総会の議長は、会長が行なうことにな

っておりますので、よろしくお願いします。 

 

規定により、私が議長を務めることになっておりますので、議事を進

めさせていただきます。 

 事務局より、会議成立の報告をお願いします。 

 

農業委員１４名中１３名の出席と農地利用最適化推進委員７名中６名

の出席です。軽井沢町農業委員会会議規則第５条(在任する委員の過半数

の出席)により、本総会が成立します事を報告します。 

 

次に、３の議事録署名人の選任についてですが、軽井沢町農業委員会 

会議規則第１４条の規定により、議席番号６番の佐藤豊委員と議席番号
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柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

堀川正登推進委

員 

 

柳沢事務局長 

 

 

９番の佐藤寛治委員の２名にお願いします。 

それでは、次に４の事業報告について、事務局より報告願います。 

 

 それでは、お手元の次第１ページの１月２５日から２月２６日までの

行事等について、報告いたします。 

１月２５日に第２３期軽井沢町農業委員会第１９回総会を開催しまし

た。同日に農業委員会と農業者等との意見交換会と懇親会を開催いたし

ました。２月１日の長野県農業委員会女性協議会研修会に依田美和子農

業委員が出席いたしました。５日から６日の佐久農業委員会協議会視察

研修に会長が出席いたしました。６日の馬取山田地区中間管理事業地元

説明会に会長代理と農地部長と地元の佐藤寛治農業委員と佐藤一之推進

委員が出席いたしました。１５日に町農業委員会２月役員会を開催いた

しました。１９日の軽井沢町行政改革懇談会に会長が出席いたしました。 

２１日の軽井沢町議会３月会議に会長が出席いたしました。２２日の軽

井沢町野菜価格安定対策事業運営協議会に役員４名が出席いたしまし

た。続いて２ページの（２）土地処分結果の①許可分ですが、１件ござ

いまして、      の、農地法第５条で、平成  年 月  日付

長野県指令  佐地農第 号の   、     、     、で許

可となっております。②取り下げ・県不受理・廃止届分、③の保留分は

ございませんでした。続いて、３ページの（３）転用確認証明書による

土地処分結果については、１件ございまして、    年 月  日付、

長野県指令、  佐地農第 号の  で許可となっておりました、   

  の、  、 、  、    、              、

について、 平成  年 月  日に、   、への転用を確認し、証

明書を交付いたしました。（４）農地法第３条の３第１項の規定による届

出については、ございませんでした。次に４ページ（６）贈与税の納税

猶予継続届出に伴う「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」交付

結果については、４件ございまして、それぞれ、地元の農業委員、農地

利用最適化推進委員と事務局で現地確認し、証明書を交付いたしました。 

事業報告は以上でございます。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より事業報告がございました。 

事業報告について、質問等はございませんか。 

 

 はい、２月６日（水）の馬取山田地区の中間管理事業の地元説明会に

ついてお聞きしたのですが、よろしいでしょうか。 

 

 後ほど町農政関係のなかで農林振興係から説明があると思いますの

で、そこでよろしいでしょうか。 
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堀川正登推進委

員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 わかりました。 

 

 

 他にございますか。 

 

なし 

 

ないようですので、次に５の会議事項に入ります。 

 議案第１号「農地法第５条第１項の規定に基づく許可申請について」

の番号１を議題にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第１号番号１について説明をいたします。 

次第５ページ、補足資料１ページから８ページ、をお願いします。 

    でございます。 

   は、    、     、        に  のある、 

      、   です。 

   は、        、    、        の    

 に  のある、     、   です。 

申請の所在地は、     、   、       で、  は、 

 で、  は、    です。 

場所でございますが、補足資料２ページに位置図がございます、   

の         の       から  の  に     に

なります。 

転用の目的ですが、  の    として      、というもの

です。 

権利設定の内容は、  による     になります。 

町の用途地域区分は、     地域で、農地法による農地区分は、 

     になります。 

それでは農地転用の一般基準について説明させていただきます。 

ハンドブック４－２０ページになります。（農地法第５条第２項第３

号）の 資力・信用については、    が、       、   が、 

       、   が     、  で       となって

います。 

資金の調達方法ですが、      で、    の     が、

提出されております。 

利害関係につきまして、   、      は  されておりませ

ん。 

次に（施行規則第５７条第１号）の申請地の利用の迅速性ですが、工

事計画では許可後から          までが、工事期間となって
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小宮山恒雄議長 

 

 

担当委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

推進委員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

堀川正登推進委

員 

おり、概ね１年となっており問題ないと思われます。 

次に（施行規則第５７条第２号）他法令の許認可等については、該当

いたしません。 

次に（施行規則第５７条第２号の２）行政庁との法定協議については、

町の地域整備課、環境課、上下水道課、農林振興係とは協議済みです。 

次に（施行規則第５７条第３号）の農地等以外の土地利用見込みにつ

いては、該当しません。 

次に（施行規則第５７条第４号）の申請地の計画面積については、現

地の状況や配置図を見る限り問題無いと思われます。 

次に（施行規則第５７条第５号）の土地の造成のみを目的としており

ませんので、問題ありません。 

次に（農地法第５条第２項第４号）の周辺の農地等に係る営農条件へ

の支障については、被害防除措置が提出されております。 

また、（農地法第５条第２項第５号）の一時転用ではありません。 

以上により議案第１号番号１については許可できない場合に該当しま

せん。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、

議案第１号番号１について担当委員より説明願います。 

 

はい、番号６番、佐藤豊が議案第１号番号１について説明します。 

   地区担当の依田美和子委員と佐藤一之推進委員と私で現地にて、

申請者の  の            の    と立会い確認いた

しました。 

 場所は補足資料２頁の図面とおり  地区でございます。周辺は   

が   おり、  の  は  の   の   で、被害防除措置が

されており、問題ないと考えますので、皆様方のご審議をお願いいたし

ます。 

 

ありがとうございました。 

 佐藤一之農地利用最適化推進委員何か補足説明ございますか。 

 

ありません。 

 

ありがとうございました。 

ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの説明

と併せて、議案第１号番号１についてご意見のある方はお願いします。 

 

 はい、確認ですが、    の取扱いと    の扱いについては、

どうなっておりますか。 
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柳沢事務局長 

 

 

 

堀川正登推進委

員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい、農地調整ハンドブックの４－４４から４－４７に記載のとおり

ですので、御覧をいただきたいと思いますが、議案第１号番号１の案件

は、この取扱いの範囲内で問題ないと思われます。 

 

 わかりました。 

 

 

他にございませんでしょうか。 

 

 なし 

 

 よろしいでしょうか。 

ご意見がないようなので、議案第１号番号１につきまして採決を行い

ます。 賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので議案第１号番号１を原案

どおり可決いたしました。 

 よって議案第１号番号１は、許可相当として県知事に意見を送付しま

す。 

 次に、議案第１号「農地法第５条第１項の規定に基づく許可申請につ

いて」の番号２を議題にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第１号番号２について説明をいたします。 

次第５ページ、補足資料９ページから１８ページ、をお願いします。 

     でございます。 

   は、   、  、       に  のある、      

  、  です。 

   は、    、    、      に  のある、    

   、      、    でございます。 

申請の所在地は、    、   、     で、  は、 で、 

  は、     です。 

場所でございますが、補足資料１２ページに位置図がございますが、 

             の    になります。 

転用の目的ですが、    （    ）  として   、  を 

  し、   を  したい、というものです。 

権利設定の内容は、  による     になります。 
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小宮山恒雄議長 

 

 

担当委員 

 

 

 

 

 

 

 

町の用途地域区分は、         地域で、農地法による農地

区分は、     になります。 

それでは農地転用の一般基準について説明させていただきます。 

ハンドブック４－２０ページになります。（農地法第５条第２項第３

号）の 資力・信用については、    が、     、   、   

 が、          、  で           となって

います。 

資金の調達方法ですが、      で、    の     が、

が提出されております。 

利害関係につきまして、   、      は  されておりませ

ん。 

次に（施行規則第５７条第１号）の申請地の利用の迅速性ですが、工

事計画では許可後から           、問題ないと思われます。 

次に（施行規則第５７条第２号）他法令の許認可等については、該当

いたしません。 

次に（施行規則第５７条第２号の２）行政庁との法定協議については、

町の地域整備課、環境課、上下水道課、農林振興係とは協議済みです。 

次に（施行規則第５７条第３号）の農地等以外の土地利用見込みにつ

いては、該当しません。 

次に（施行規則第５７条第４号）の申請地の計画面積については、現

地の状況や配置図を見る限り問題無いと思われます。 

次に（施行規則第５７条第５号）の土地の造成のみを目的としており

ませんので、問題ありません。 

次に（農地法第５条第２項第４号）の周辺の農地等に係る営農条件へ

の支障については、被害防除措置が提出されております。 

また、（農地法第５条第２項第５号）の一時転用ではありません。 

以上により議案第１号番号２については許可できない場合に該当しま

せん。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、

議案第１号番号２について担当委員より説明願います。 

 

はい、番号８番、栁澤和子が議案第１号番号２について説明します。 

         に、申請人の  で      と      の 

    と地元委員の荒井龍介委員と儘田祐助推進委員と私で現地確認

してきました。場所ですが、先ほどの事務局長の説明のとおり、    

 の  で    の     です。農地を  した後は  に   

   こともあり  できず  も    の状態で、     もい

ないことから今回、転用し、  により      にしたそうです。 

  を     に    がありますが、影響ないように対応すると
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小宮山恒雄議長 

 

 

推進委員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

いうことで、また、被害防除措置書も提出されており、問題ないのでは

ないかという判断となりました。 

 皆様の慎重審議をお願いいたします。 以上です。 

 

ありがとうございました。 

 儘田祐助農地利用最適化推進委員何か補足説明ございますか。 

 

特にありません。 

 

ありがとうございました。 

ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの説明

と併せて、議案第１号番号２についてご意見のある方はお願いします。 

 

 なし 

 

よろしいでしょうか。 

 ご意見がないようなので、議案第１号番号２につきまして採決を行い

ます。 

賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので議案第１号番号２を原案

どおり可決いたしました。 

 よって議案第１号番号２は、許可相当として県知事に意見を送付しま

す。 

次に、議案第２号「非農地の判断について」を議題にします。 

事務局より説明願います。 

 

はい、議案第２号について説明をいたします。 

次第６から１４ページをお願いします。 

         に伴う非農地の判断についてご審議をいただくも

のです。なお、  に  を   し、今回の総会までにご意見が、ご

ざいませんでしたので、  の  を元にいたしまして、別紙のとおり、

原案として、  で、    、  は、       、について、

ご判断をいただくものでございます。 

判断の理由は、山林化しているため、となります。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 
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各地区担当委員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各地区の委員から補足説明等ございますか。 

 

 ありません。 

 

それでは、先ほどの事務局よりの説明と併せて、議案第２号、につい

てご意見のある方はお願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

ご意見がないようなので、議案第２号につきまして採決を行います。

賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので議案第２号の非農地判断

を原案どおり可決いたしました。 

よって、     を   へ  します。 

次に、議案第３号「軽井沢町 農用地利用 集積計画について」を議題

にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第３号「軽井沢町農用地利用集積計画について」説明します。 

次第１５ページ、補足資料は１９ページから２３ページをお願いしま

す。 

軽井沢町長より農業委員会長あてに軽井沢町農用地利用集積計画につ

いて、農業経営基盤強化促進法第１８条に基づき農業委員会決定の依頼

がございましたので、審議をお願いします。 

３月の公告分ですが、新規設定が１件、１筆、面積は２，２６９㎡、内

訳は、畑です。 

集積計画及び申請書につきましては補足資料のとおりですので、確認

をお願いいたします。 

利用集積計画の累計になりますが、再設定１２件、１４筆、面積３５，

０３５㎡で、内訳は畑です。 

新規は、４１件、４７筆、面積は１３６，７９２㎡で、内訳では、田

で、７７，９９０㎡、畑で５８，８０２㎡です。 

権利移転は１件、７８筆、面積は１５２，６５４㎡で、内訳は、田で

す。 

中間管理は、１件、１筆、面積１，９９６㎡、地目は、畑です。 

合計では、５５件、１４０筆、面積３２６，４７７㎡になります。 
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小宮山恒雄議長 

 

 

 

担当委員 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

内訳は、田で、２３０，６４４㎡、畑で、９５，８３３㎡となってい

ます。 

同法の第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 以上、ご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

ただ今事務局より説明がございましたが、申請書確認欄に署名をいた

だいた担当委員から補足説明がございましたら、説明をお願いします。 

 

はい、議席番号２番、小林朝夫が補足説明いたします。 

新規の設定です。申請者は記載のとおりです。 

     は、    で   もおり、    をしたいということ

で、何ら問題はないと思います。 

 

ありがとうございました。 

それでは、議案第３号、軽井沢町 農用地利用 集積計画の３月公告分

について、ご意見のある方はお願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

ご意見がございませんので、農用地利用集積設定につきまして、原案

どおり決定いたします。 

よって、議案第３号軽井沢町農用地利用集積計画３月公告分について、

軽井沢町長へ、決定意見を送付します。 

 次に、報告第１号「農地等の土地の形質変更（客土等）届出書」につ

いて、事務局より報告願います。 

 

次第１６ページ、補足資料２４ページから２５ページをお願いします。 

     の       、より届け出がありました。 

 場所は、補足資料を参照いただきたいと思いますが、      の 

      の        の になります。所在地は    、 

   、     、  は、 で、  は、     です。 

 として利用したいというものです。 

なお、    が      かつ  が      となる  は、 

    と  し    の    をする  がありますが、  は

この   となっております。 以上報告いたします。 

 

ありがとうございました。 

現地確認について、担当の荒井龍介委員より報告願います。 
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担当委員 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 

 

 

 

 

市村初仁会長代

理 

 

 

 

 

 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

戸谷係長 

 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

はい、 ですので、出入り口の水路の上へ１０㎝コンクリート板を、 

  ほど敷き養生し   が通過しても大丈夫なように行うとのことで

した。また、客土後は、   を  て   し、  を作るというこ

とでした。 以上です。 

 

ありがとうございました。報告事項ですが何かございますか。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、ここで、１４時１０分まで暫時休憩といたします。 

― 暫時休憩 ―  （観光経済課農林振興係、入室） 

れでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

次に６、その他事項に進みます。 

（１）のＪＡ佐久浅間関係について、市村初仁会長代理よりお願いし

ます。 

 

はい、それでは、１点ご報告させていただきます。 

事業報告にもありましたとおり、２月２２日（金）に野菜価格安定対

策事業運営協議会が開催されました。その際、関係委員の皆様には公私

ともにお忙しいところ、ご出席いただきまして、大変ありがとうござい

ました。また、行政につきましたは、数量が伸びなかったなかで、価格

安定事業を発動していただきまして、大変ありがとうございました。 

平成３１年度に向けまして、生産意欲の向上になっていくものと思い

ますので、大変ありがとうございました。御礼申し上げます。以上です。 

 

ありがとうございました。JA佐久浅間（農協）関係で何かお聞きした

い点がございますか。 

 

なし 

 

無いようですので、次に（２）の佐久農業改良普及センター関係で戸

谷係長よりお願いします。 

 

平成３０年度佐久地域農業経営研修会について、別紙の開催要領によ

り説明する。 （詳細省略） 

 

ありがとうございました。何かお聞きしたい点がございますか。 

 



 - 11 - 

委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

農林振興係中山

補佐 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

堀川正登推進委

員 

 

農林振興係中山

補佐 

 

堀川正登推進委

員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 

柳沢事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

 次に、（３）の町農政関係について観光経済課よりお願いします。 

 

馬取山田地区の中間管理事業に係る説明報告及び別添資料の平成３１

年度水稲共済加入申込み受付予定表により説明する。 （詳細省略） 

 

ありがとうございました。 

何かお聞きしたい点、質問事項が、ございますか。 

 

 はい、中間管理事業に係る   の    はありますか。 

 

 

 実質的に  で、  、ということになります。 

 

 

 わかりました。 

 

 

他にございますか。 

 

 なし 

 

無いようですので、次に、（４）の農業委員会事務局関係について、 

事務局より説明願います。 

 

はい、次第１７ページをお願いします。 

 （４）事務局関係について、ア、の農地の賃借料情報について、資料

のとおり、今年度の賃借料を取りまとめ役員会に諮り、昨年と同額で情

報発信をするということになりました。 

次に、イ、の当面の会議・行事等日程につきましては、本日、第２０

回の農業委員会総会を開催しております。 

３月５日（火）の長野県農業委員会女性協議会佐久支部視察研修会に

依田美和子農業委員と井出千惠子推進委員が出席予定です。 

８日（金）の女性農業者等交流会に依田美和子農業委員が出席予定で

す。 

１２日（火）の町議会３月会議に会長が出席予定です。 

１８日（月）に町農業委員会３月役員会を予定しております。 

２０日（水）の軽井沢町野生動物対策報告会に会長が出席予定です。

２２日（金）の軽井沢町国際親善文化観光都市計画審議会に会長が出 
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小宮山恒雄議長 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

 委 員 

 

小宮山恒雄議長 

 

席予定です。 

２６日（火）の県農業会議第３回臨時総会に会長が出席予定です。 

２７日（水）に軽井沢町農業者年金推進協議会理事会と第２３期軽井

沢町農業委員会第２１回総会を予定しております。 

４月１１日（木）の全国情報会議に会長が出席予定です。 

１６日（金）に町農業委員会４月役員会を予定しています。 

２６日（金）に第２３期軽井沢町農業委員会第２２回総会と軽井沢町

農業者年金推進協議会総会を予定しております。 

次に、ウ、の配布資料等でございますが、２月１日現在の全国農業新

聞普及一覧です、引き続き、情報事業の推進活動についてよろしくお願

いいたします。 

次に、農業者年金加入推進ニュースです。こちらも引き続き、加入推

進活動をよろしくお願いいたします。なお、各地区の加入対象者の名簿

につきまして、事務局までお問い合わせいただければ、情報提供をいた

しますので、お願いいたします。 

次に、平成３０年７月豪雨災害義援金への対応について、別紙のとお

り通知がございましたので、一読いただき何かあれば事務局まで連絡を

お願いいたします。 

 次に、参考図書として、農家相談の手引平成３０年度版、特に１１０

頁と１１１頁の委員の役割、主な仕事は必ず一読ください。次に耕作放

棄地解消活動事例集と地域農業をどうすればいいか現場から「人・農地

プランを考える」の３冊を配布しありますので、それぞれ、お読みいた

だき委員活動の参考にしてください。 

事務局関係につきましては、以上でございます。 

 

ただ今の説明につきまして、ご質問等ございましたらお願いします。 

 

なし 

 

その他、全体を通して何かございますか。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、第２３期軽井沢町農業委員会第２０回の総会を閉会といた

します。 大変お疲れ様でした。  

閉  会  １４時３５分 

 


